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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第22期

第２四半期連結
累計期間

第23期
第２四半期連結

累計期間
第22期

会計期間

自平成27年
　３月１日
至平成27年
　８月31日

自平成28年
　３月１日
至平成28年
　８月31日

自平成27年
　３月１日
至平成28年
　２月29日

売上高 （千円） 4,735,051 4,558,205 9,645,191

経常利益 （千円） 160,848 220,827 442,233

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 65,852 90,923 220,717

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 65,852 90,923 220,717

純資産額 （千円） 4,957,631 5,143,386 5,082,673

総資産額 （千円） 6,018,280 6,117,540 6,020,724

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 6.90 9.52 23.11

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 6.80 9.33 22.72

自己資本比率 （％） 81.7 82.8 83.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △33,907 342,458 196,525

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △202,152 △85,387 △310,851

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △66,846 △49,007 △114,594

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,339,635 1,606,554 1,406,345

 

回次
第22期

第２四半期連結
会計期間

第23期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　６月１日
至平成27年
　８月31日

自平成28年
　６月１日
至平成28年
　８月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 1.11 1.74

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

       ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1)業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の財政政策や日銀の金融政策を背景に、企業収益や雇用

情勢に一定の改善がみられるなど、緩やかな回復基調となりましたが、新興国等の景気減速や英国のＥＵ離脱問題

に伴う世界経済への影響懸念等から、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

　外食産業におきましては、根強い消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向や、人出不足による人件費の高

騰や人員確保リスクの増大など、依然厳しい状況が続いております。

　このような状況下当社グループは、客単価5,000円前後の「天地旬鮮　八吉」等の和食居酒屋業態を中心に、主と

して東京都内のビジネス街に店舗展開を進めており、同業他社とは一線を画した営業戦略で差別化を図っておりま

す。当第２四半期連結累計期間おいては、新規の出店は行わず、前連結会計年度より取り組んでいる、収益の基盤

である既存店の収益力強化に注力してまいりました。当第２四半期連結累計期間では、不振が続いていた「もつ

鍋　黒き」業態を中心に、６店舗の業態変更を実施したほか、当社グループの中でも優良立地にある店舗に経営資

源を集中させるため、不採算には至っていないものの今後大幅な業績の向上が見込めない７店舗を閉店いたしまし

た。その他、資格制度の導入等を通じて、お客様に提供するお料理はもちろんのこと、生ビールをはじめとするド

リンクの品質向上にも努めてまいりました。また、買参権での仕入れの優位性を活かすべく仕入れルートの見直し

を行い、原価率を低減し収益力を強化してまいりました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は72店舗となり、当第２四半期連結累計期間の売上高は、

4,558,205千円（前年同四半期比3.7％減）、営業利益は、171,087千円（同70.6％増）、経常利益は、220,827千円

（同37.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、90,923千円（同38.1％増）となりました。

　今後も引き続き無理なく規模を拡大しながら、当社の特徴である漁港で鮮魚を直接買付けることのできる権利、

すなわち買参権をさらに活かすべく、特に既存店を質的、人的両面ともにさらに充実したものにするために戦略的

な営業、人員の採用を引き続き実施していく所存であります。

（注）当社グループは、飲食事業並びにこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載

を省略しております。

 

(2)財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における資産の部は、6,117,540千円、負債の部は、974,153千円、純資産の部は、

5,143,386千円となりました。この結果、自己資本比率は、82.8％となっております。

①　流動資産

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、2,470,592千円となり、前連結会計年度末と比較して

212,685千円増加しております。主な要因は、商品が23,678千円減少したものの、現金及び預金が197,720千

円、その他が44,345千円増加したことによるものであります。なお、当第２四半期連結会計期間末の流動資産

÷流動負債で表わされる流動比率は、前連結会計年度末と比較して3.9ポイント改善し、346.3％となりまし

た。
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②　固定資産

　当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、3,646,947千円となり、前連結会計年度末と比較して

115,869千円減少しております。主な要因は、有形固定資産が88,899千円、無形固定資産が935千円、投資その

他の資産が26,033千円減少したことによるものであります。

③　流動負債

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、713,362千円となり、前連結会計年度末と比較して53,963

千円増加しております。主な要因は、未払法人税等が44,803千円、その他が12,034千円増加し、買掛金が9,564

千円減少したことによるものであります。

④　固定負債

　当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、260,791千円となり、前連結会計年度末と比較して17,860

千円減少しております。主な要因は、資産除去債務が17,317千円減少したことによるものであります。

⑤　純資産の部

　当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、5,143,386千円となり、前連結会計年度末と比較して60,713千

円増加しております。主な要因は、当第２四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益

90,923千円の計上による増加、新株予約権18,797千円の計上による増加、剰余金の配当による47,747千円の減

少によるものであります。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動

によるキャッシュ・フローが342,458千円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが85,387千円の資金減、財

務活動によるキャッシュ・フローが49,007千円の資金減となりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末の

資金残高は、前連結会計年度末と比較して200,209千円増加し、1,606,554千円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は342,458千円（前年同四半期は33,907千円の

資金使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益147,974千円、減価償却費124,213千円、減損

損失40,327千円、たな卸資産の減少額26,472千円、その他34,302千円に対して、法人税等の支払額38,541千円が

あったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は85,387千円（前年同四半期比57.8％減）と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出71,823千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は49,007千円（前年同四半期比26.7％減）と

なりました。これは、配当金の支払額47,747千円があったことによるものであります。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5)研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 31,000,000

計 31,000,000

 
②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在
発行数(株)

(平成28年８月31日)

提出日現在発行数（株）
（平成28年10月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,550,000 9,550,000
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 9,550,000 9,550,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成28年10月１日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成28年６月28日

新株予約権の数（個） 1,452

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 145,200（注）1

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成31年７月15日

至　平成36年７月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　27,400

資本組入額　13,700（注）3

新株予約権の行使の条件 （注）2

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項

新株予約権者は、新株予約権の払込金額の払込みに代え

て、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金

銭の払込みを要しないものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）5

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株

式数」という。）は1個当たり100株とする。

　ただし、新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式分割（当

社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、新株予約

権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算

により調整する。

　　　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

　また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役

会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
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なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができる。

a. 平成31年７月15日から平成32年７月14日までは、割当株数の２分の１を上限として権利を行使することが

できる。

b. 平成32年７月15日から平成36年７月14日までは、割当株数のすべてについ権利を行使することができる。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

(4) その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当

契約に定める。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の取得条項

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記２の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使

できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得すること

ができる。

(2) 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の

場合は当社の取締役会で承認された場合）は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得

することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の発生日（吸収合併につき吸

収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生

日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転

につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、

「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項

第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付するこ

ととする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記１に準じて決定する。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年６月１日～

平成28年８月31日
－ 9,550,000 － 1,165,521 － 1,220,511

 

（６）【大株主の状況】

  平成28年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

柚原　洋一 東京都江東区 4,185,300 43.83

サントリー酒類株式会社　 東京都港区台場２丁目３－３　 448,000 4.69

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１丁目23－１ 428,000 4.48

城野　親徳 東京都渋谷区 249,000 2.61

上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４－２ 201,200 2.11

一六堂社員持株会 東京都中央区八重洲１丁目８－９ 179,200 1.88

藤田　宗巳 東京都練馬区 133,200 1.39

大熊　崇 埼玉県北足立郡 117,600 1.23

林　明良 福井県福井市 109,900 1.15

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 108,600 1.14

計 － 6,160,000 64.50
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     4,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,544,400 95,444 －

単元未満株式 普通株式     1,500 － －

発行済株式総数 9,550,000 － －

総株主の議決権 － 95,444 －

 

②【自己株式等】

平成28年８月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 ㈱一六堂
東京都中央区八重洲

一丁目８番９号
4,100 － 4,100 0.04

計 － 4,100 － 4,100 0.04

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年６月１日から平

成28年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年８月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,485,587 1,683,308

売掛金 254,543 248,842

商品 276,262 252,583

その他 241,512 285,857

流動資産合計 2,257,907 2,470,592

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,191,953 1,110,520

土地 741,130 741,130

その他（純額） 146,837 139,370

有形固定資産合計 2,079,921 1,991,021

無形固定資産   

その他 7,917 6,981

無形固定資産合計 7,917 6,981

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,587,910 1,552,074

その他 102,121 111,923

貸倒引当金 △15,054 △15,054

投資その他の資産合計 1,674,978 1,648,944

固定資産合計 3,762,817 3,646,947

資産合計 6,020,724 6,117,540

負債の部   

流動負債   

買掛金 173,945 164,381

未払法人税等 44,801 89,604

資産除去債務 6,151 12,842

その他 434,500 446,534

流動負債合計 659,398 713,362

固定負債   

資産除去債務 264,369 247,051

その他 14,282 13,739

固定負債合計 278,652 260,791

負債合計 938,050 974,153

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,165,521 1,165,521

資本剰余金 1,220,511 1,220,511

利益剰余金 2,640,488 2,683,664

自己株式 △444 △1,704

株主資本合計 5,026,076 5,067,992

新株予約権 56,597 75,394

純資産合計 5,082,673 5,143,386

負債純資産合計 6,020,724 6,117,540
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年８月31日)

売上高 4,735,051 4,558,205

売上原価 1,434,724 1,348,443

売上総利益 3,300,326 3,209,762

販売費及び一般管理費 ※ 3,200,015 ※ 3,038,675

営業利益 100,311 171,087

営業外収益   

受取利息 65 191

受取配当金 47 47

為替差益 747 －

協賛金収入 52,835 48,964

受取補償金 3,096 2,640

その他 7,487 7,694

営業外収益合計 64,280 59,538

営業外費用   

為替差損 － 7,854

支払補償費 2,912 639

その他 830 1,305

営業外費用合計 3,742 9,798

経常利益 160,848 220,827

特別利益   

解約補償金 11,603 －

特別利益合計 11,603 －

特別損失   

固定資産除却損 20,435 2,060

減損損失 24,342 40,327

店舗閉鎖損失 － 30,465

特別損失合計 44,778 72,853

税金等調整前四半期純利益 127,673 147,974

法人税、住民税及び事業税 58,494 75,360

法人税等調整額 3,325 △18,309

法人税等合計 61,820 57,051

四半期純利益 65,852 90,923

親会社株主に帰属する四半期純利益 65,852 90,923
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年８月31日)

四半期純利益 65,852 90,923

四半期包括利益 65,852 90,923

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 65,852 90,923

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 127,673 147,974

減価償却費 136,322 124,213

減損損失 24,342 40,327

受取利息及び受取配当金 △112 △239

為替差損益（△は益） △747 7,854

受取補償金 △3,096 △2,640

解約補償金 △11,603 －

固定資産除却損 20,435 2,060

売上債権の増減額（△は増加） 473 5,701

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,609 26,472

仕入債務の増減額（△は減少） 23,733 △9,564

未払金の増減額（△は減少） △68,401 △15,107

未払消費税等の増減額（△は減少） △112,421 △5,343

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,919 △29,225

その他の流動負債の増減額（△は減少） 36,230 30,990

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,824 △543

その他 13,611 34,302

小計 206,143 357,232

利息及び配当金の受取額 106 189

補償金の受取額 16,716 2,640

法人税等の還付額 1,925 20,938

法人税等の支払額 △258,800 △38,541

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,907 342,458

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △24,500 △15,500

定期預金の払戻による収入 24,000 18,000

有形固定資産の取得による支出 △185,597 △71,823

無形固定資産の取得による支出 △540 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,413 △26,287

敷金及び保証金の回収による収入 536 42,221

その他 △13,637 △31,997

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,152 △85,387

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △1,260

配当金の支払額 △66,846 △47,747

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,846 △49,007

現金及び現金同等物に係る換算差額 747 △7,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △302,158 200,209

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,794 1,406,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,339,635 ※ 1,606,554
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　　　　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　

平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計

期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日

　　至 平成27年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年３月１日

　　至 平成28年８月31日）

給与手当 1,165,035千円 1,111,594千円

地代家賃 838,519 816,256

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年８月31日）

現金及び預金勘定 1,423,878千円 1,683,308千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △54,742 △60,753

預入期間が３ヶ月を超える定期積立預金 △29,500 △16,000

現金及び現金同等物 1,339,635 1,606,554

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日)

１．配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年４月

10日取締役会
普通株式 66,846 7 平成27年２月28日平成27年５月29日　利益剰余金

 
 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

決　議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月

14日取締役会
普通株式 47,747 5 平成27年８月31日平成27年11月２日　利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日)

１．配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年４月

11日取締役会
普通株式 47,747 5 平成28年２月29日平成28年５月30日　利益剰余金

 
 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

決　議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月

13日取締役会
普通株式 47,729 5 平成28年８月31日平成28年10月31日　利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日）

　当社グループは、飲食事業並びにこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日）

　当社グループは、飲食事業並びにこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年８月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 6円90銭 9円52銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
65,852 90,923

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
65,852 90,923

普通株式の期中平均株式数（株） 9,549,500 9,548,933

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 6円80銭 9円33銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 132,131 196,132

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成28年10月13日開催の取締役会において、剰余金配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額 　47,729千円

（ロ）１株当たりの金額 　５円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 　平成28年10月31日

　（注）平成28年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年10月13日

株式会社一六堂

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 加　藤 　博　久　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森　田 　健　司　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社一六

堂の平成２８年３月１日から平成２９年２月２８日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２８年６月１日

から平成２８年８月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２８年３月１日から平成２８年８月３１日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半

期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社一六堂及び連結子会社の平成２８年８月３１日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　 　　  ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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